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第14回 横断的課題検討部会 議事録 

 

 

１ 日 時 平成30年２月20日（火）10:05～11:15 

 

２ 場 所 中央合同庁舎第２号館 ８階 第１特別会議室 

 

３ 出席者 

【委   員】 

西村 淸彦（部会長）、北村 行伸（部会長代理）、川﨑 茂、清原 慶子、嶋﨑 尚子、

関根 敏隆、永瀬 伸子、中村 洋一、野呂 順一、宮川 努 

【専門委員】 

  清水 千弘（日本大学スポーツ科学部教授） 

【審議協力者】 

内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官、内閣府経済社会総合研究所総務部長、総

務省大臣官房審議官、総務省統計局統計調査部調査企画課長、総務省統計局統計調査

部消費統計課物価統計室首席分類銘柄情報官、財務省大臣官房総合政策課調査統計官、

文部科学省生涯学習政策局上席生涯学習官、厚生労働省政策統括官付参事官付統計企

画調整室長、農林水産省大臣官房統計部統計企画管理官、経済産業省大臣官房審議官

（調査統計グループ長）、国土交通省総合政策局情報政策本部長（大臣官房サイバー

セキュリティ・情報化審議官）、日本銀行調査統計局参事役、東京都総務局統計部長 

【事務局（総務省）】 

横山大臣官房審議官 

統計委員会担当室：山澤室長、肥後次長、永島次長、上田次長 

政策統括官（統計基準担当）：三宅政策統括官、阪本統計企画管理官 

              澤村統計審査官 

 

４ 議 事 

（１）統計の精度向上及び推計方法改善ＷＧの審議について 

（２） 住宅価格指数・家賃指数をとりまく最近の話題について 

（３） その他 

 

５ 議事録 

○西村部会長 それでは、ただ今から第14回横断的課題検討部会を開催いたします。本日

は、河井委員、西郷委員、白波瀬委員が御欠席です。 

 議事に入る前に、本日用意されている資料について、事務局から簡単に紹介してくださ

い。 

参考２ 
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○山澤総務省統計委員会担当室長 お手元の資料について確認させていただきます。資料

１は、精度向上ワーキング関連の資料です。統計委員会は研究的課題も審議することに

なっておりまして、本日は、住宅の家賃関係の統計について、研究者である日本大学の清

水教授から御説明を受けたいと思っております。統計委員会担当室からのイントロダク

ションの資料が資料２－１、清水教授に作成していただいた資料が資料２－２でございま

す。 

 資料の説明は以上です。 

○西村部会長 それでは、議事に入ります。最初に、統計の精度向上及び推計方法改善

ワーキンググループの審議状況について。今日は河井座長、西郷座長代理が両方御欠席で

すので、事務局から御報告をお願いします。 

○上田総務省統計委員会担当室次長 それでは事務局から、ワーキングの審議状況につき

まして、資料１の１枚目に、河井座長から報告のメモをいただいておりますので、これに

基づきまして、報告させていただきます。 

 平成30年２月14日にワーキンググループを開催しまして、審議の論点に沿って、３つの

検査のうち「見える化状況検査」と、それから「建築着工統計調査の補正調査に関する標

本設計の見直し」の結果について審議を行いました。その進捗は次のページに掲載されて

いるとおりですが、主な意見や審議については以下のとおり報告いたします。 

 まず、見える化状況検査ですが、総評として、横断的に基幹統計のホームページを統一

基準で比較したので、各統計の優れた点や改善点がよく分かり、意義のある取組である。

それから、ホームページの公表状況を評価しただけでなく、実際に改善が進んでおり、評

価できる。今年度末で終えるのではなく、可能な範囲で改善を継続すべき、といったよう

な見解がございました。 

 それから、総務省が示したホームページのひな型に対して、以下のようなアドバイスが

ありました。ひな型に加えて、抽出単位と調査単位の説明、調査期日と調査時期の説明、

目標母集団と抽出母集団の説明、用語の解説、沿革には調査名や報告書名の変遷など、

ユーザーがデータを遡及する際に参考となる情報の掲載、それから関連統計に関する情報

の掲載などがあればよい。ひな型はこれで固定するのではなく、タイミングを見計らって

進化させていただきたい。 

 それから、統計法施行状況報告で提案されている、平成29年度末、本年度末までに各府

省がホームページの充実に努めることについては、審議結果報告書の取りまとめをもって

統計委員会の見解を示すことでは遅過ぎるため、２月の横断的課題検討部会において、29

年度末まで充実するよう各府省に要請することについて、河井座長から西村部会長に依頼

するということがワーキンググループで決まりましたので、取り計らいをよろしくお願い

いたします。 

 それから、ホームページの改善状況のフォローアップについては、施行状況報告で提案

されているとおり、来年度早期に総務省が行うこと、そして今回と同じ基準でスコアリン

グを行うこと、そして今回使用した個別検査票を各府省が更新して行うことについて、

ワーキンググループで了承されました。 
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 情報開示の充実に向けた取組として、対象を業務統計も含めたｅ－Ｓｔａｔに掲載され

ている統計に拡大することを、ワーキンググループとして提案することとされました。 

 ２つ目の、建築着工統計調査の補正調査の標本設計の見直しについてですけれども、総

評として様々なシミュレーションが行われており、標本誤差も小さくなるので意義ある取

組であるとの見解が示されました。 

 また、統計法施行状況報告で、総務省からの報告で提案されているとおり、調査実施市

区制を取りやめること、抽出率や回収率を加味した推計を導入すること、しっ皆層を20億

円以上とすること、木造・非木造別に工事実施予定額、１億円未満と、１億円から20億円

の４層にネイマン配分法で標本を割り振ることについて、ワーキンググループとしておお

むね了承されました。ただし、審議結果報告書を取りまとめる際は、厳密なネイマン配分

法で行うのではなく、事務的に対応が可能となるようにすること、それからしっ皆層のし

きい値は定期的な検証が必要であることについても記載するということになりました。 

 見直しのスケジュールについては、国土交通省が提示した2020年度、具体的には2021年

１月竣工分からになりますが、調査対象を新方式で抽出した標本に切り替えるスケジュー

ルで行うことについて、ワーキンググループとして了承されました。なお、試験調査など

のタイミングで引き続き統計委員会が進捗状況を確認することが必要であるとされました。 

 それから都道府県別の表章に関連し、標本サイズを5,000件とすること、層化基準へ都

道府県を組み込む実現可能性、それから都道府県別集計のニーズについて議論を行いまし

たが、ワーキンググループとしての結論は出さず、次回改めて確認することとなりました。

特に、都道府県別の集計のニーズについて、委員の皆様の中で特段の御意見がありました

ら、この場でお願いいたします。 

 私からの報告は以上です。 

○西村部会長 ありがとうございます。それでは、ただ今の御報告について、御質問等あ

れば、お願いいたします。 

 １点、都道府県別表章の問題なのですが、これはこちらの方に投げかけられているわけ

ですが、こちらについても、統計委員会委員の中では特段の御意見はないようですけれど

も、重要な点なので、引き続き確認等をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○上田総務省統計委員会担当室次長 承知いたしました。 

○西村部会長 それでは、河井座長から提出された資料に記載されている、各府省への本

年度の対応の要請については部会として了承いたしまして、部会長である私から各府省に

改めて要請したいというふうに思います。基幹統計調査を所管する各府省の皆様、本年度

内にホームページを充実させることについて、どうぞよろしくお願いいたします。また、

精度向上ワーキンググループにおいては、引き続き審議を行い、報告書の案をおまとめい

ただくようお願いいたします。 

 それでは、次の議事に移ります。先ほど事務局から説明がありましたように、統計委員

会に課せられた任務として、研究的課題の審議というのがあります。本日は、日本大学の
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清水千弘教授に、不動産統計、特に賃貸住宅の家賃、持ち家住宅の帰属家賃、住宅価格指

数について、最近の研究状況などを御紹介いただこうと思っております。 

 もっとも、この分野はかなり専門的な内容を含んでいますので、まずは統計委員会担当

室からイントロダクションをしてもらってから、引き続いて清水教授に御説明をお願いし

たいと思っております。 

○肥後総務省統計委員会担当室次長 統計委員会担当室でございます。まず資料の２－１

を御覧いただけますでしょうか。結構、かなり難しい課題でございますので、私の方から

簡単に今日の内容についてイントロダクションをさせていただければと思います。 

 １ページおめくりください。本日の話は３つの構成からなっておりまして、最初は、借

家、賃貸住宅の家賃の話でございます。テーマは、賃貸住宅はものにばらつきがある中で

「品質一定」の物価指数をどのように作成すべきかというテーマでございます。その中で

は、時間とともに住宅が経年劣化していく扱いをどうするかということが重要でございま

す。次の３ページ目には、既にこれは消費者物価指数でずっと課題になっておりまして、

前回の消費者物価指数の諮問であった「小売物価統計調査の変更について」のときも部会

長のメモでこのような検討をするようにという指示がございましたし、その後、経済財政

諮問会議「統計改革の基本方針」、それから次期基本計画においても消費者物価指数にお

いて家賃の品質調整について検討を進めて、基準改訂で参考指数を公表することを目標に

検討してくださいというようなことでございまして、非常に重要なテーマということでご

ざいますが、実際には、いわゆるデータの制約等もあって、なかなかうまく推計すること

が難しいということでございます。 

 そういった推計のテクニック、どの程度パラメーターを関数で決めるか、何らかの数学

的な関数系で決まるのか、あるいはパラメーターにするのかということは大きな論点なの

ですが、ここでは清水専門委員から、土地と建物を明示的に考慮するBuilder's modelを

活用できないかというお話をしていただくということでございます。 

 次が持家の帰属家賃でございます。持家の帰属家賃については取引されていないわけで

すので、どのようにして推計するかということが問題になるわけですが、現在国民経済計

算や消費者物価指数では、近傍家賃法、持家の帰属家賃に賃貸住宅の支払家賃を代入する

という方法でやっているわけですが、こちらがどれぐらい精度が高いかということは昔か

らの論点でございます。日本におきましては、家賃粘着性があって、実際に支払われてい

る家賃が市場均衡家賃でないとか、あるいは賃貸住宅と持家との間での品質の格差がある

というような問題がございます。この問題は日本だけの問題ではなくて、賃貸住宅市場が

未発達の欧州各国では大きな問題でありまして、その代替案としてのユーザーコスト・ア

プローチというものがあるということでございます。 

 ページをおめくりいただきまして４ページ目を御覧ください。本日３つ目の話題は、住

宅価格指数でございます。住宅価格指数につきましては、住宅バブルの生成や崩壊を早期

に発見して、適切な政策対応を行うために、かねてから整備すべきだという議論が国際的

にあったわけでございますが、そのリーマンショック後のＧ20・データギャップ・イニシ

アティブ、2009年秋に決定されたものでございますけれども、そこで統計整備が提案され
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まして、それを受けましてＩＭＦがＳＤＤＳプラスという、経済・金融に関するデータを

タイムリーに公表するための公表基準でございますけれども、その整備項目として追加し

たということでございます。それとともに、国際的に標準的なマニュアルである「住宅価

格指数ハンドブック」を作成することになりまして、清水専門委員もこのメンバーとして

参画されたということでございます。 

 最大の論点は、次のページの左上の表にありますとおり、住宅価格指数の原データとし

て、実際の取引価格を使うのか、それともいわゆる不動産鑑定価格を利用するのかという

点でございます。５ページ目に記載してありますとおり、おのおのメリット、デメリット

があるわけでございまして、そのような中で日本では住宅価格指数が５ページ目の右にあ

るとおり、国土交通省から公表されているわけでございますけれども、日本では実際の取

引価格を使っているということでございます。ただ、この問題は国際的には住宅はまだ

データがたくさんあるからいいのですが、不動産の品質のばらつきが大きく、かつデータ

が少ない商業用不動産においては、更に深刻な問題になるということでございます。 

 日本では今申し上げましたが、国土交通省が「不動産取引のアンケート調査」を実施し

ておりまして、それから得られる取引価格データを使って住宅価格指数を作成し、公表し

ていると。現在は試行的でありますが商業用不動産の価格指数も公表しているということ

でございます。清水専門委員は、その「不動産価格指数の整備に関する研究会」という国

土交通省の研究会があったわけでございますが、そこの座長として、実際にどのように推

計して指数を作るかということの議論を主導されたということでございます。 

 私からのイントロダクションは以上です。清水専門委員、よろしくお願いいたします。 

○清水専門委員 御紹介ありがとうございます。日本大学の清水でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 今日は、住宅価格指数、また家賃指数をとりまく最近の話題ということで、私自身の私

見というよりもむしろ、この統計委員会専門委員にしていただきまして、国際機関や学術

会議でどのような議論がされているのかということをタイムリーに報告をするというミッ

ションをいただきましたので、様々な国際会議または学術会議等での議論等でのエッセン

スを、私の私見を少し交えながら紹介させていただければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、５つのアジェンダがございます。まず、住宅の価格と家

賃の関係は、一体どのようなものであるのかということを整理したもの。また、今御紹介

いただきました、いわゆるＣＰＩの中の家賃指数を取り巻く議論、帰属家賃を取り巻く議

論、そして住宅価格指数、今後の課題ということがあります。 

 現在、専門委員にしていただきましてから、総務省の中にあります統計委員会担当室に

定期的にお伺いをさせていただきまして、肥後次長、山澤室長、また総務省統計局の方々

に様々な御指導をいただきながら、このような研究を少しずつ整理しているところでござ

います。私、日本の統計には全く、今まで関わったこともなければ知見がないものですか

ら、日本ではこのような議論があるのだということを教えていただきながら、お話の整理

をさせていただいているところであります。 
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 まず、住宅価格指数と家賃指数という、３ページのところであります。なぜ、国際的に

も、釈迦に説法ではございますけれども、注目されてきているかといいますと、やはり家

賃というものが家計支出の大体４分の１。国によっては３分の１ぐらいの非常に大きなウ

エートを占めていることがあります。このような指数の中に占めるウエートが非常に大き

いものですから、ここにひずみがあると、消費者物価指数全体に対してのひずみをもたら

してしまうということになってしまうわけです。 

 ではどんなひずみがあるのかということが議論されているかということになるわけです

けれども、まずそもそもこの住宅家賃というものに粘着性がある。いわゆるネジリティー

がある、スティッキネスがあるというような形になるわけですけれども、非常に動かない

ということになるわけです。そうしますと、なぜ動かないかという、今のこれは家賃その

ものの特性なのか、日本の例えば家賃の調査法の問題なのか、統計の作成法の問題なのか、

様々な議論があるわけですけれども、とにかく動かないと。そのような問題が１つあると

いうことになるわけです。 

 もう一つが、これは金融政策との関係が非常に強くなってくるわけですけれども、この

住宅という市場が、いわゆる資産市場と財サービス市場の非常に重要な結節点であるとい

うことが言われているわけです。これはＬＳＥのチャールズ・グッドハートが言ったわけ

でありますが、ＢＯＥの中の金融政策の中での１つのコメントとして言っているわけであ

りますけれども、中央銀行がかねてから議論がありますように、資産市場の安定にも責任

を持つべきなのか、いやいや財サービス市場の安定だけでいいのか、労働市場までも責任

を持つのかというような議論があるわけですけれども、もし仮に資産市場の安定にも責任

を持つべきだということであるならば、このような、いわゆる家賃というものを、例えば

ミラーとして資産市場が見ることができるのならば、このＣＰＩというものが一つのター

ゲットになるわけですけれども、もし家賃市場が資産市場のミラーになっていないという

ことになるならば、個別の指標を見ていかなければいけないのではないかというような議

論になるわけであります。 

 １枚おめくりいただきまして４ページのところで、では日本でどうだったのかというこ

とであります。赤い線が取引価格をベースにした住宅の価格指数になります。ブルーのラ

インがいわゆるＣＰＩの家賃になります。そして、パープルのラインが新規に得られる家

賃だけを使って作った家賃指数になります。そうしますと、ＣＰＩの家賃は非常に粘着的

だということを申し上げましたが、リーマンショックがあろうとどのようなイベントだろ

うとフラットに動いてくると。一方で、住宅の価格というのは、リーマンショックの前ま

では非常に大きく、ファンドバブル等と言われましたけれども上がり、リーマンショック

のときには大きく下がるというような現象が起こっています。そうしますとやはり、家賃

というのは資産市場のミラーになっていないのだ。今、日本の家賃は資産市場のミラーに

なっていないというようなことではないかということが分かるわけです。 

 ５ページになります。そうしますと、どのように測定していくのか、価格と家賃の関係

がどうなのかということになるわけでございますけれども、これは有名な定義式になりま

すけれども、初めレオン・ワルラスという方が言ったそうですが、レオン・ワルラス以降
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の新古典派の定義式としまして、Ⅴが価格という形になります。ｙが収益ということにな

りますから、住宅市場の場合は家賃ということになります。そしてｒが割引率になります

ので、その資産価格というのは将来の収益流列の現在価値に割り戻した和ということにあ

らわされるわけです。さらにここに今、資本的な支出、修繕費等がＯという形で入ってく

るというような形の式であらわすことができるということになります。 

 そうしますと、例えば持家の費用というふうに考えたときに、後の議論にもなるわけで

すけれども、ユーザーコストはこのＶに注目するわけでありますし、Ｖと、このｒという

割引率に注目するわけでありますし、近傍家賃法というものはこのｙに注目しているとい

うことになるわけであります。 

 １枚おめくりください。それでは６ページのところですが、住宅家賃を取り巻く議論と

いうことであります。これは2012年の国連のＣＰＩの会議というのがございます。今年は

５月の７日から９日で開催されるわけでありますけれども、2012年の会議のときに私の方

で講演をさせていただいたときの資料から引用しております。そのときの共著がブリ

ティッシュコロンビア大学のアビン・デュワート教授、西村委員長、そして東京大学の渡

辺努教授の４名の共同論文として、2012年に国連で報告したものであります。先ほど肥後

次長から御指摘いただきましたように、家賃の指数を作っていこうとしますと、非常に難

しい問題というのが、Quality adjustment biasというふうに記載しておりますけれども、

品質を調整することが非常に困難であるという問題が１つあります。不動産というものは、

例えば同じ住宅があっても立地が違えばそれだけで家賃が違ってしまいますし、同じ所に

住宅が建っていたとしても、時間がたてば経年変化が起こってしまいます。そのような意

味でDepreciationのバイアスがあるということですから、通常の品質調整をするというよ

りも、少し高い難易度の品質調整が必要になってくるということであります。 

 ７ページが現在の家賃調査のイメージというふうに考えております。これが後の

Depreciationをどう計算するかというときのデータソースの議論になるわけですけれども、

現在の例えば家賃調査、または住宅土地統計調査で調べられている家賃というものがどう

なっているかということであります。家賃というのは、一度契約をされますと、例えば日

本の多くの市場では２年間固定的な家賃が支払われ続けるということになります。これを

我々は支払家賃という言い方をしております。しかし、マーケットで評価される家賃は、

その時々において需要と供給によってテナントが入れ替わるということを前提に決まる家

賃が市場家賃になります。そうしますと、現在の家賃調査で見ている家賃は、例えば２年

に１回しか起こらないイベントの中で固定的に支払われている家賃、または継続的に住み

続けるときに２年に１回継続契約が起こるわけですけれども、そのときにはマーケット家

賃に連動していれば、マーケット家賃に収斂するわけですけれども、継続的に住み続けた

場合、同額で家賃が改訂されるとか、微小でしか変化しないとなりますと、マーケット家

賃には同期できないということになってしまいます。そうしますと、Depreciationが実際

起こっているわけでありますけれども、この図のごとく、いわゆる支払家賃という家賃調

査で見られる家賃でありますとか、住宅土地統計調査で見られる家賃は、そのマージナル



8 

 

な形で、マーケットで決められているDepreciationがきちんと反映されていない家賃とい

うようなことになってしまうことになります。 

 あとはもう一つ大きな問題というのは、近年大きく社会問題化してきていますけれども、

空き家率というものが非常に高くなってきている中で、その空き家率をどう反映していく

のかというような問題が出てきているわけであります。 

 １枚おめくりください。８ページの、少し数式的なものが出てきておりますけれども、

では住宅家賃の変化というものをどういうふうに考えることができるかと考えますと、家

賃が動かない確率というものをここで見ております。では家賃が動くというのはどのよう

なときかと逆に考えますと、テナントが入れ替わって契約が変わるというイベントが起

こって初めて家賃が変わります。または、継続的な契約の更新があって、その契約の更新

が起こったときに初めて家賃が変わるというチャンスがあります。そうしますと、そのよ

うなテナントが入れ替わる確率がどれぐらいあるのか、または継続の契約が起こる確率、

これは２年に１回ですけれども、それが起こる確率がどれぐらいあるのか。また、下の少

し黄色くした所がありますけれども、そのようなイベントが起こったもとで、実は同額の

家賃が改訂されてしまえば、家賃が動かないということになります。そうしますと、それ

ぞれのイベントが起こったときに家賃が動かないというようなことがあれば、家賃がその

ときには動かないという確率になってくるということになるわけです。 

 それを調べたものが９ページであります。これは2015年に日本でオタワグループミー

ティングというものが開催されたわけでありますけれども、そのときのオタワグループ

ミーティングで、私とDiewert先生と、当時総務省統計局にいらっしゃいましたイマイさ

んと記載した論文であります。そうしますと、ニューコントラクトが１年間に起こらない

確率が86％ぐらいで、継続家賃が起こる確率が98％ぐらいということになるわけです。家

賃が動く確率と動かない確率が86％と98％になっているわけであります。 

 そうしますと、それを合計していきますと、日本の家賃全体で動く確率は大体日本で

90％ぐらいは家賃が動かないということになってしまいます。アメリカの場合は、家賃が

動かない確率が30％ぐらい、ドイツが80％ぐらいということですので、日本の市場は非常

に粘着性が高いマーケットだということが分かるということになります。 

 もう１枚おめくりください。そうしますと、何を見ていったらいいのかというような議

論があるわけです。非常に難しい問題がここで出てくるわけであります。私自身も、実際

どちらがいいのかということが分からないわけでありますけれども、まずこの帰属家賃を

測定していこうといったときに、そのpaying rent、支払家賃ということで、生計費とい

う意味で考えれば、このpaying rentというものを、支払家賃を見ていけばいいんだろう

というようなことがあるわけですけれども、このmarket rentという限界的な価格を追う

べきであるというような考え方にのっとれば、market rentも追うべきだというような議

論になってくるという議論がなされているというわけであります。この問題が提起された

のが2012年のときの国際会議で、ブリティッシュコロンビア大学のDiewert教授から議論

がなされました。 
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 もう一つ、経年減価を取り巻く推計問題という、これが11ページであります。まずここ

では使うべきデータは、まず経年減価を計算するときは、これは非常に答えは明確で、先

ほどの図から理解いただけるように、支払家賃ではなくマーケットで計算された経年減価

がきちんと反映されたmarket rentを使うべきであるというような議論は多くの同意が得

られるところであるかと思います。非常にこれがまた難しいことがどういうことかといい

ますと、家賃いわゆる住宅というものが土地の部分と建物の部分によって構成されている

ということであります。 

 土地という部分につきましては、その価格は取引時点の需給に変動を受ける。それから

地理的な差異によって価格が変わる。また敷地の面積によって変わるという、数量によっ

ても変わってくるというようなものでありますけれども、ここにおいてはDepreciationは

起こらないということになります。 

 Depreciationが起こるのはどこかといいますと、建物の価値ということになります。し

かしこの建物の価値というのは、市場で換算されているものとは、常にメンテナンスがさ

れましたり、修繕投資がなされましたり、リフォームなどが行われて、価値の向上とか維

持が行われておりますので、このようなものによって、ピュアな意味での経年減価は見る

ことができません。もう一つ、建設時点での労働市場、例えばバブル期に建った建物とか、

それ以外の、その建設時点の労働市場や中間財市場の影響を強く受けてしまうということ

があるわけです。 

 そのようなものをどういうふうに考えながら計算していくのかということがあるわけで

すが、12ページに先ほど御紹介いただきました、2013年に国連、ＩＭＦ、ＯＥＣＤまたＢ

ＩＳ等が共同で出しましたＣＰＩマニュアルに該当するようなＲＰＰＩマニュアルという

ハンドブックを公刊しまして、その中で掲載されていますBuilder's modelというもので

あります。ブリティッシュコロンビア大学のDiewert教授と私で提案させていただきまし

て、そのハンドブックに今、掲載されております。これはどういうふうに考えるかといい

ますと、先ほどの議論のように、まずＶという住宅の価格をαｔという土地の単価と土地

の面積、βｔという建物の価値と、Ｓｔｎという建物の面積、その合計というふうに考え

ます。そうしますと、13ページに概念的なことが記載してあるわけでありますけれども、

その合計、土地建物を足し合わせたものをどういうふうに分解していったらいいのかとい

うような議論に収斂することができるわけです。 

 14ページを御覧いただきますと、この式というものがまず、推計式が出てまいります。

この式の（１）は、新規に建築をされたときの式になるわけですが、実際取引されていま

すものは、経年減価が起こっている、いわゆる中古の住宅等も取引されてまいります。家

賃の場合も、新築のものだけではなく、いわゆる古くなったものも新しい家賃として継続

されるわけです。そうしますと式の（２）のようにＡというものが築年数ということにな

ります。そうするとこのδがそれに該当した経年減価率になります。これをうまく計算し

てあげますと、土地の価格指数と、今日は紹介しませんけれども、建設物価指数、今少し

違うところで議論になっていますが、建設物価指数と、repliciation rateを同時に計算

することができるということになっております。 
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 16ページがそのイメージ、もう少し細かいイメージが出ているわけですけれども、例え

ば土地によって、場所によって土地の価格が違うということは、例えばどこどこ区にある

から、どこどこ駅にあるから、土地の価格が違うというものは、例えばこの式の（５）で

いいますＷというのはこれが例えば区ごとのダミーでありますけれども、これは土地だけ

に係ってくる部分ということになります。いわゆる建築費については、実は場所は関係な

いということになります。例えばマンションの高さみたいなものも、高さは実は土地に関

係するものでありまして、建設費に関しては関係がしてこないということになります。あ

くまでも建設コストというのはrepliciationによって影響を受けるというふうに考えるこ

とができるわけです。 

 すると17ページになりますと、ではどういうふうに経年減価を計算していくのかという

ことになるわけですけれども、線形で１年ずつ幾らずつ下がるというようなことでないこ

とは、我々は直感的に理解できているわけです。そうしますとやはり、非線形性を少し加

味したような推計が必要ではなかろうか。これをノンパラメトリックな推計方法と呼んで

おりますけれども、そのような方法が良いのではなかろうか、みたいなことを17ページに

少し記載しております。少し時間がございませんので、細かいところは飛ばさせていただ

きます。17、18ページはその式を少し記載しているわけであります。 

 19ページに実際の推計結果というものが、例えば一つの例として記載してございます。

線形的に、これは建物だけに対する経年減価率ということでありますけれども、黒い線、

また赤い線は線形的に下がるとこのような形で下がってくるだろうとなるわけですけれど

も、実際ノンパラメトリックで見てくると、10年ぐらいまでは非常に激しく下がっていく

わけですが、それ以降、30年ぐらいまではゆっくりとしか下がらないという絵が見えてま

いります。39年を過ぎると少し価格が上がるように見えて、おかしいのではないかという

ことになるわけですけれども、きっとこのことは様々な国で見られている現象でありまし

て、サバイバーシップ・バイアスという言い方をしておりますが、良い建物が生き残るわ

けでありますので、悪い建物はどんどん取り壊されていってしまいます。良い建物が生き

残ってきますと、良い建物は経年減価が古くなっても高い価値が出ているというようなこ

とが出てくるわけです。これは日本だけではなく、オーストラリアとかアメリカ、カナダ

等の研究でも同じような結果が出てきているということがあります。 

 20ページになります。もう一つ難しい問題が、建築後年数の経年減価だけではなく、更

にデータをプールしていきますと、取引ごとに時点によって価格が変わるという時系列の

変化と、いつ建てられたかという竣工年次の変化というものを見なければいけません。先

ほど申し上げましたように、バブル期に建物が建ったのではないか、またはバブルが崩壊

した後、シャビーなものしか建っていないのではないか。そうすると、１年減価するとき

でも、建った年代によって１年の原価率が変わってしまうのではないかということが議論

されております。これをコホートエフェクトという言い方をしているわけです。この場合、

何が問題かといいますと、これは計量経済学的な問題ですけれども、完全なマルチコが起

こってしまいますので、このパーフェクトなmulticollinearityをどうブレークしていく
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のか、みたいな議論がなされているのが21から22ページぐらいのところになります。少し

時間がございませんので、どんどん飛ばさせていただきます。 

 23ページに、ここでの論点ということでありますけれども、測定すべき家賃は一体、市

場家賃なのか支払家賃なのか。特にこの経年減価の計算に使うデータは、やはり継続家賃

を含むものではなく、市場均衡価格である新規家賃を使うべきではないかということをこ

こで申し上げております。また、空室率の考慮をどうしていったらいいのか。また経年減

価の推計方法等、様々な少し難しい推計上の問題がありますので、このような問題という

のは、引き続き研究していかなければいけないのではないかということであります。 

 24ページにもう少し、Depreciationだけに専攻研究を含めて整理したものが載せてあり

ますけれども、とりわけ、もう一つここに重要になってきますのが、住宅の寿命という問

題であります。このDepreciation Rateの隣にPhysicalとかFunctionalとか、陳腐化とい

うようなことが記載してあります。こちらを考慮するのと、あとDemolition、何年生き続

けるのかを考えるべきだということと、あとCapital Improvementということで、その

時々の修繕費を考慮しているかどうかということによって、全くその出てくる

Depreciation Rateというものが違ってきてしまうということがあります。このようなこ

とを少し考慮しながらDepreciation Rateをしっかりと考えていく必要があるのではない

かということでございます。 

 25ページの帰属家賃の測定問題ということで、少し説明させていただきます。こちらは

今、日本では先ほど近傍家賃法というものが使われているという話でございます。 

 26ページを御覧いただければと思います。この住宅価格指数のハンドブックが2013年に

出まして、2014年にＯＥＣＤにおきまして、 House Price Statisticsに関するワーク

ショップというものが開催されました。その中では特にＯＥＣＤカントリーの中で住宅統

計をどのように整備していくのかということが中心的に議論されたわけであります。この

住宅価格指数を整備する一つのメリット、彼らの目的、特に欧州の方々の目的というのが、

皆様も御存知のとおり、この帰属家賃の推計というものが、ハーモナイズド指数の中に

入っていないということであります。そのときになぜかというようなことでありますけれ

ども、欧州の場合は非常に持家率が高かったり、賃貸市場があったとしてもソーシャルハ

ウジング、いわゆる公営住宅が中心であったりということで、マーケットが自由に決まる

ような家賃のデータがないということがあります。そうしますと推計方法としてはユー

ザーコスト法というものしか手段がないのではないかというようなことがその中で議論を

されて、今、ユーロスタットがスポンサーになりまして、Graz Universityのロバート・

ヒルという学者が中心になって今、帰属家賃の推計法に関する検討を、マニュアル作りと

いうものをやっております。私も今、そちらに参加させていただいております。 

 では日本はどうかといいますと、日本の場合も地方都市に行きますと非常に持家率が高

くなってくるわけでありまして、非常に限定された家賃のデータで持家の市場を推計しな

ければいけないという、欧州と同じような問題に直面しているということになるわけです。 

 27ページであります。そうしますと同じように海外、欧州等と同じような問題に日本も

直面している。特に、昔から指摘されているようでありますけれども、2008年の少し古い
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調査でありますが、住宅土地統計調査などを見ますと、持家の戸建てですと110平米ぐら

いが平均的なものですけれども、賃貸となると79平米ぐらいだとか、コンドミニアムだと

65平米ぐらいが持家の場合は平均であるものが、非常に36平米とか小さいものしか家賃が

ないとか、そのような問題から推計しなければいけないといった品質の問題。そして更に

地方に行きますと、そもそもそのようなマーケットがないという問題の中で無理くり予測

しなければいけないという問題が出てくると。ただ、先ほどの家賃の粘着性のような問題

みたいなことも含めて、帰属家賃の問題が出てきております。 

 28ページに、ユーザーコストの式が出ております。ではユーザーコストが良いかという

と、そういうわけではありませんで、それもいろいろな問題がかつてから指摘されてきた

わけであります。まず、計算が極めて難しいという。推計が困難である、Estimation 

Problemと言われている問題。また、価格が非常に大きく上昇するときにおいては、計算

の方法によってはそのユーザーコストがマイナスになってしまうというおかしなことが起

こってしまう。またはVolatilityが非常に大きいというような問題が指摘されております。 

 29ページで、まずこのVolatilityが非常に大きい問題につきましては、アメリカの統計

局の方々が今、提案しているものというのは、このいわゆるキャピタルリターンと言われ

ているところの、住宅価格の変動が非常に大きいときにマイナスになってしまいますので、

この変動の計算を20年30年、非常に長い期間のリターンをここに置くべきだというふうに

言われていますのがこのＶＶアプローチと言われているようなやり方が今、提案されてき

ております。 

 30ページになります。もう一つ今、欧州中心に議論されていますのが、ブリティッシュ

コロンビア大学のDiewert教授が今提唱されています、Opportunity Cost法、いわゆる機

会コスト法というものであります。こちらはどのようなことかといいますと、Equivalent 

Rentで、近傍家賃法で推計した家賃と、ユーザーコスト法で計算した帰属家賃を費用を比

較しまして、高い方をとりなさいと。いわゆるマキシマムをとりなさいということになり

ます。そうしますと、これはいわゆるネガティブプロブレムというマイナスになることは

あり得ないということになるわけです。近傍家賃は必ずプラスになる型ということになり

ます。 

 31ページです。では、なぜそのようなことが出てくるのかということで、この会議に先

立ちまして、昨日までDiewert教授とも少しやり取りをしましたけれども、このように考

えましょうということであります。やはり家を持っている方々のオプションを考えましょ

うと。家を持っている方々がこのままもし、そのときの機会費用というものが、今売って

Ｎ年後に買い戻すということを考えましょうと。そのときのものが一つのコストになるわ

けです。もう一つ、持ち続けることによって諦めるものとは何なのかといいますと、その

ときにもし貸しに出したならば、入ってくる家賃というものが諦めるコストになります。

今度、買い手の立場からしますと、もちろん低い方をとるという。家賃よりも、例えば

モーゲージを払っていたりとか、キャピタルリターンなどが逆にあるということがあるな

らば買った方が得ということですから、そのミニマムのコストをとることになるわけです

けれども、今度、実際持っている方々というふうに立ってしまいますと、価格が上がるこ
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とが分かっていて売る人がいないわけでありまして、買い戻すことを考えますと、今売っ

て将来買い戻すと、より高い金を払わなければいけないということになってしまいますの

で、そのような行動はとらないだろうと。そうすると持ち続けて貸した方が得であろうと

彼らは考えるわけであります。そうしますと、マキシマムをとるというようなことが論理

的に説明できるということになるわけです。 

 32ページが実際、東京都を対象にしまして、この機会費用法とユーザーコスト法、そし

て現在のEquivalent Rent法で実際計算した事例を、2012年の国連の会議等で報告したと

いうことであります。Equivalent Rentの方は全く動かないというようなことになるわけ

ですけれど、Opportunity Cost法をとると少しある一定の変動が出てくるということであ

ります。 

 33ページに、しかしと言いながらいろいろな問題がございます。特に西村委員長からい

つも御指導いただいているところでありますけれども、例えば金融政策でこのようなユー

ザーコストが入ってきたときにどのような問題があるのかということであるわけです。中

央銀行がPolicy Rateを変更してまいりますと、ここのｒのところに反映されてまいりま

す。そうしますと、このPolicy Rateが変化されることによって、ユーザーコストが変

わってしまうというような問題が、いわゆるビシャス・サイクルのようなことに入ってし

まうのではないかというようなことが言われているわけであります。かつてＵＫのＣＰＩ

にモーゲージのレートが入っていた時代がございますけれども、それが取り除かれたこと

は、そのようなことが原因になったということでありますので、その辺は慎重に考えなけ

ればいけないということになります。 

 34ページです。そうしますと今、どのような議論があるかということでありますけれど

も、近傍家賃法のバイアスというのはもう少ししっかりと考えていく必要があるのではな

いか、ということになります。しかし、代替案としてユーザーコスト法があるわけですけ

れども、これも非常にいろいろな問題があるということであります。Diewertの機会費用

法というものも提案されているわけですけれども、更に計算のコストが非常に大きくなっ

てまいりますので、理論的な整合性も含めて検討しなければいけないということになって

くることになるかと思います。 

 最後であります。住宅価格指数を取り巻く議論ということで、先ほど御紹介いただきま

したような、ＲＰＰＩマニュアルというものが、35ページの下の方のようなものが今、公

刊されてまいりました。2009年のオタワグループミーティングが出発点となりまして、そ

の議論が始まったわけであります。2009年のオタワグループミーティングで、私と西村委

員長と渡辺努教授の論文をそこで発表させていただきまして、それ以降、我々の方で３人

が関与する形で、このハンドブックの作成をさせていただいてまいりました。 

 36ページになります。なぜ、このようなものを作らなければいけないのかというような

議論がなされたわけであります。先ほど、肥後次長からも御説明いただきました。さらに

今、コマーシャルプロパティーのハンドブックも作っている最中であるわけですけれども、

そのときに2012年の会議に、これはEuropean Central Bankで行われた会議でしたけれど

も、ＢＩＳが報告したことというのは、日本の事例を挙げておりました。日本のバブルの
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ときに、日本には不動産価格指数というものがあったのだけれどうまく機能しなかったの

だと。それによって日本はバブルを起こし、その後のロストディケードを招いたのだと。

いわゆる様々な政策の失敗は日本で起こしたのだから、その悪い経験を基に、各国は住宅

価格指数をきちんと整備した上で、金融政策を進めていこうではないかみたいなこととい

うのを、ＢＩＳの研究者が発表していたということであります。 

 37ページであります。ではなぜ、日本の悪い経験があったのかということが総括された

わけでありますけれども、当時日本にあった指数というのは、鑑定評価の指数しかなかっ

た。例えば具体的には公示地価という指数があったり、また民間ではありますが市街地価

格指数という日本不動産研究所というところが出している指数がありますけれども、こち

らはいずれも鑑定士が決めた鑑定士の指数だった。そしてそれがシステマチックなバイア

スがあったのだということであります。 

 こちらが38ページのハンドブックにも出ておりますが、日本の事例ということで、日本

が今ある価格指数の一覧ということで、非常にたくさんの指数が日本の場合はあるわけで

すけれども、鑑定評価の指数が中心であります。 

 39ページです。実はこの問題につきまして西村委員長と私の方で、2000年代初頭に同じ

ような研究をしたことがありまして、どれぐらい日本の鑑定評価の指数にバイアスがある

のかということ、ひずみがあるのかということについての研究をしたことがありましたの

で、この2012年のEuropean Central Bankの会議の方で私の方からも紹介させていただい

た資料であります。 

 分かりやすいのが40ページでございまして、例えば都心の商業地でありますと、1990年

のバブルのピークですと、実際の価格よりも公示地価の指数などは58％ぐらいまでしか上

がらなかった。だけど本当はもっと上がっているのだけれども、非常に上昇を低く見積

もっていたということがあります。また逆にバブルが崩壊したときはどうだったかという

と、マーケットがすごく下がっているのにもかかわらず、30％ぐらい高い価格を付け続け

た。それによって不良債権が過少に評価され、不良債権の処理が遅れたというようなこと

が当時言われていたわけであります。そのようなことがＢＩＳからも報告されたというこ

とであります。 

 41ページが、その不動産価格指数のハンドブックの目次でありまして、42ページ以降が

細かなフレームワークの話が出ております。そのときに、少し飛ばしまして43ページを御

覧いただきますと、ＣＰＩとかＳＮＡとの関係というのも出ておりまして、ＣＰＩの中で

すと例えばユーザーコストのアプローチの中に使えるのではないか。またはacquisition 

approachの中でも、この価格指数のものが使えるのではないかという議論がされました。

ＳＮＡの方ですと資産の部の測定などにも使えるのではないか、また住宅投資のデフレー

タとして使えるのではないか、みたいなことが期待されまして、このような整備がなされ

ていったということであります。 

 細かいところは少し飛ばさせていただきまして、50ページまで飛んでいただけますで

しょうか。時間が少し超過してしまいまして、失礼しました。今特に、商業用不動産価格

指数などでも議論されているわけですけれども、先ほどの、私と西村委員長の議論は日本



15 

 

のバブル期を対象としておりましたので、直近の2005年以降を実は見ているわけですが、

リーマンショックのときはどうだったかということであります。いわゆる指数が改善され

たかということであります。赤いラインが実は今、国土交通省の方でトランザクション

ベースでのインデックスが公表されるようになってきておりますので、その国土交通省が

最近集められました取引価格を使って計算した、先ほどのBuilder's modelで計算した土

地価格の指数というのがこの赤いラインということになります。近年、リート市場という

のが出てまいりまして、そこではアプライザルの鑑定評価のものが半年に１回得ることが

できます。そのときの土地指数というのが黒いラインになります。そして、このピンクの

がたがたしているライン、これは１年に１回しかありませんのでがたがたしているわけで

すけれども、これが公示地価というものの変化になります。そうしますとやはり、依然と

してこの取引価格と鑑定価格または固定資産税評価などのベースになっています評価が非

常に大きな差があるということでありますので、やはり取引価格ベースのインデックスと

いうのが重要ではなかろうかということが、今でも議論されております。 

 しかし51ページを御覧いただきますと、今非常に大きな課題がもう一つ出てきておりま

す。今、取引価格の収集がアンケート調査によって行われております。その回収率は35％

程度でございますので、非常に他の統計に比べれば非常に高い回収率であるわけですけれ

ども、例えばＳを見ていただきますと、これはオフィスのケースですけれども、834平米

ぐらいの大きさのビルが集まってきていますと。ＲＥＩＴの場合は8,500平米ということ

ですから、我々がイメージしている例えばオフィスといったときの10分の１ぐらいの建物

しか集まってきていない。いわゆる小さいものしか集まってきていないということであり

ます。そうしますといわゆる、サンプリングにバイアスが取引価格の場合、どうしても出

てきてしまうということがあります。 

 そうしますと、52ページに論点ということでありますけれども、やはり鑑定評価、今例

えばＳＮＡの資産の分の公示地価、またはそれをベースにした固定資産税の評価額等が使

われまして、資産の部が計算されているわけでありますけれども、そのバイアスがやはり

様々なところで出てきているであろう。または、これは少し飛ばしてしまいましたけれど

も、手法的には今、品質調整等で使われているヘドニック法というものが、このハンド

ブックの中でも最も推奨する方法だということが記載されていますので、それは日本の国

土交通省もそれに基づいて価格指数を作っていますし、今、家賃の品質調整もヘドニック

法を使ってやろうと考えていると思いますので、それはいいだろうということがあります。

しかし、取引価格の収集が100％ではありませんで、他の国は100％集まっているのですが、

日本の場合はアンケートですから35％しかないということであります。 

 そうしますと、例えば住宅におきましても、53ページを見ていただきますと、国勢調査

で人口があるところのメッシュを１キロずつ切っていきますと、14万2,120メッシュに人

間が住んでいます。しかし今回、国土交通省のデータをお借りしまして、全部プロットし

てみますと、９万4,000メッシュに取引しかありません。そうするとカバレッジとして少

し全体をカバーできているかというと、少しバイアスがあるのではなかろうかというよう

なことが出てまいります。 
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 54ページであります。統計委員会担当室の中で月に何回か、最低１度はお伺いしまして、

今、肥後次長、山澤室長等と研究しているわけですけれども、もう一つ今やっているテー

マとしましては、商業用不動産の価格指数というものが、ハンドブックがもうすぐ出てく

るであろうということで議論されています。私自身執筆者であったものですから、少しフ

ライングでここに表紙を載せてしまったのですが、先月１月にアルゼンチンで開かれまし

た国際会議に出た方に聞きますと、まだ少し公表が、その場でされると僕は言っていたの

ですがされなかったということですので、もう少し時間がかかるようです。ただ今度は５

月にカッパドキアで、Central Bankの方でこのワークショップが開かれまして、来年の１

月にユーゴスラビアで国際会議が開かれまして、そのぐらいのときに決着がつくのではな

いかと思います。そうしますと、この中で商業用不動産も含めた測定のマニュアルという

ものがきちんと出てくるのではなかろうかということでございます。この中で特に今、議

論していますのが、建設物価の指数であります。いわゆるマージンのインプットの価格の

指数があるわけですけれども、マージン等が含まれたアウトプットの指数が不足している

というようなことをお伺いしておりまして、例えば先ほどのBuilder's modelみたいなも

のを使えば計算できるわけですけれども、データに様々な大きなバイアスがあるというこ

とを申し上げましたので、少し限界があるだろうということでありますから、今、各国ど

のように、オタワ会議などでドイツの新しい推計方法とか、様々なものが公表されてきて

いますので、国際会議等、また他の国の事例などを見ながら、この建設物価の作り方につ

いても研究を進めていこうということが今後の研究になっております。 

 以上でございます。 

○西村部会長 ありがとうございました。清水専門委員の説明には非常に多岐にわたって、

かつ複雑で、なかなかすぐに分かりにくいかと思いますが、いずれも重要な課題ですので、

全体ではなくて、この部分部分でも結構ですので、御質問等があればお願いいたします。

このような形で統計委員会のもとで研究していることについての、しかもそれが国際標準

に基づく形での、もしくは国際標準を作るという形での研究というものが統計委員会に具

体的に説明されることは、恐らく最初の機会だと思いますので、こういった機会をこれか

らもどんどん作っていきたいと思います。そのこともありますので、御活発な御意見をい

ただければと思います。少しテクニカルですので、もっと大きなお話でも結構ですので、

よろしくお願いします。御質問、ございますか。どうぞ、北村委員。 

○北村委員 どうも御説明ありがとうございました。今、高齢化ですごい数の相続が起

こっているわけで、その場合、都心であればかなり高い相続税がかかるということなので

すけれども、逆に地方だとその相続をされても土地登記をしないで、それがかなり長期に

わたっているのに今、所有者不明の土地というのはかなりあると。そのような土地に関し

ては当然ながら市場取引みたいなものはないわけですから、そうするとその価格が分から

ない。価格が分からないと評価もできないというようなことが連鎖的に起こっていて、そ

の土地取引の市場価格のデータが35％ぐらいしか日本はないということだったのですけれ

ども、土地自体の登記が、それも非常に遅れていて、海外では100％登記されていなけれ

ばならないものが、かなりの数、私有地の20％ぐらいが所有者不明になっているというよ
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うな状況があるので、そのような中で住宅価格とか、指数を作るという限界というか、ど

のようにその政策的に対応すればいいのかという知見があればお聞かせいただきたいと思

います。 

○清水専門委員 所有者不明土地は本当に非常に大きな課題でありまして、今、国土交通

省におかれましても、その法案の作成を進めていらっしゃるというふうに伺っております。

指数を作るときに２つのものがありますけれども、いわゆるストックの指数を作るのかと

いうことと、フローの住宅の価格の指数を作るのかというようなことになるかと思います。 

 フローの指数を作るときは、取引に出てきているものの測定ということでありますので、

この問題は該当しないわけでありますけれども、住宅ストックの指数を作るとなりますと、

今、北村委員がおっしゃったようなバイアスが出てくるということになってくるかと思い

ます。 

 そうしますと、今、ＳＮＡの中の土地のいわゆる資産額というところがそれに該当して

くるところになりますけれども、今の固定資産税の裏側、昔少し実務的に係わっていたも

のですから、経済企画庁時代ですが、裏側にある面積というものが固定資産税のいわゆる

課税台帳に載っています面積になります。固定資産税の面積というものが、登記がされて

いないからといって全てが計上されていないかというと、固定資産台帳の方には実は別の

台帳がありまして、そのある一定部分については補足がされております。それでも固定資

産税の中に補足ができていない部分というのが、次の20％が更に減った部分というのがバ

イアスになって出てくるということでありますので、この部分というのは北村委員の御指

摘のとおり、統計のバイアスとして生まれてくるところになっているのだろうと思います。

では、どうしたらいいかということは実は全く、私は分かりません。 

○西村部会長 中村委員、どうぞ。 

○中村委員 40ページのこの鑑定価格と実際の取引価格の違いに非常にびっくりしたので

すけれども、一応地価関係においては近隣の実際の取引価格を考慮に入れているというこ

とは建前では言われていると思われるのですけれども、国際的な議論の中では日本の土地

鑑定のやり方について何か問題が指摘されているというようなことはありませんでしょう

か。日本の特定の問題というのは何かありますか。 

○清水専門委員 実は、商業用不動産価格指数ハンドブックが公刊されない理由というの

がそこで一番大きな論点になっておりまして、鑑定評価のディスアドバンテージという形

で私がまとめたわけですけれども、アドバンテージのところを消しなさいというのが強い

要求なのですが、日本だけではなく、例えばアメリカなどでも同じような問題が起こって

いるというようなことが言われています。鑑定評価の場合、３手法と言われておりまして、

近傍の取引事例から比較をしていくやり方と、いわゆる収益還元法ということで、キャッ

シュフローから憶測するというやり方と、土地と建物の原価から計算していくコスト法と

いう、その３手法を総合的に勘案して価格を付けなさいということをやっているわけです。

そうしますと、近傍から比準しようとしますと、先ほどの近傍家賃法と同じように、同じ

ような取引がなければ比準ができませんので、どうしても誤差が生まれてしまうという問

題があります。 
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 それに加えて、今問題になっていますのが、クライアントプレッシャー問題ということ

でありまして、金融危機のときですと、アメリカで報告されたことですけれども、金融機

関が高い価格を付けたいがために、鑑定士に対して高い価格を誘導するというようなプ

レッシャーをかけているのだと。そのようなことが起こったのが金融危機のきっかけに

なっているので、その鑑定評価の指数を使うことに対してのアレルギーが、金融当局の方

に強くあるというのが、今、指摘されていることであります。 

 日本の場合、これはいろいろな議論がありまして、鑑定評価価格というものが市場価格

なのかそうではないのか。いわゆる、あるがままのマーケットの価格を付けていいのか、

鑑定士が考える、あるべき価格を付けるべきかという議論がずっとございまして、バブル

の当時というのが、あるべき価格を付けるべきだということで、それを正常価格というふ

うに鑑定評価法の中では言っておりますけれども、それを付けていたがゆえに少し価格の

差があったということがありまして、何かプレッシャーがあったかとか、そういうような

悪意を持ってやっていたわけではなく、制度的にそのようなことがあったというふうに

言ってよろしいかと思います。 

○西村部会長 野呂委員、どうぞ。 

○野呂委員 大変勉強になりました。このようなレベルではありませんが、都会のオフィ

スビルの賃料で少し似たような研究をしたことがありますが、そのときのこの新規家賃

ベースの数字の調査の仕方なのですけれども、一般に空いている部屋、空室というのは、

賃料が割高なところが多くて、よく埋まっているビルというのは、比較的割安なところが

多いので、集まってくるデータが市場価格よりも若干低めにくるということが多い。また、

なかなか売れない高い部屋は、そのうちにディスカウントされる場合が多くて、こちらは

なかなか調べられませんでした。また、調べてみたものの、どこまで信用していいかどう

かというのがなかなか難しかったのですけれども、清水専門委員のこの調査の中ではそう

した、元データのバイアスとなったところはどのように処理したのでしょうか。 

○清水専門委員 すみません、少し混乱させてしまったのですが、私の家賃は住宅家賃で

ありまして。オフィスの方は先生の御指摘のとおり、同じような問題が、そのような問題

がございます。また、商業の方でどのような議論があるかといいますと、野呂委員が今、

御指摘されましたようなことで、住宅は比較的ホモジニアスな財が多いわけですけれども、

今度、オフィスになってきますと、非常にヘテロな、不均質な状態が品質的にもあります

と。更にレントなどを使いますと、フリーレントでありますとか、様々な形で、マーケッ

トで見えないものというのが出てくるので、なかなか指数を作るのが難しいというような

ことが言われています。実は住宅の方もフリーレントみたいなものがあるということが言

われていますので、実はそういうものというのは分からない。１つ１つの契約書を見ない

と分からないわけでありまして、そのようなことは、すごく調査に苦労するのだろうとい

うふうに思います。 

 あと、今回我々の住宅家賃の粘着性のところの話を少しさせていただきましたが、こち

らはある管理会社さんの契約書、１件１件私、転記に行きまして、１カ月間ぐらい夏休み

をかけて全部転記させていただいて、１万件ぐらいのデータを集めて、初めてこのような
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うことができたということであります。そうすると、新規の家賃と継続の家賃というふう

に契約書を見ていますので分かるということでしたので、やはりそれぐらいしっかりした

調査をやらないと、家賃というのは調べ切れないのだということは、１つ言えるかと思い

ます。 

○西村部会長 いかがでしょうか。１点、私が申し上げますと、取引価格がいいという形

になっていますけれど、国によっては取引価格のデータそのものが正確かどうかというこ

とに関しては非常に大きな問題がある。特に、これは今度トルコに行かれるのでお聞きに

なったら分かると思うのですけれど、トルコの場合は、取引価格は最終的にはそこでいろ

いろな税の問題が生じるので、いろいろな操作が行われると。それに対して銀行の鑑定価

格はそのようなことなしに中身を精査するので、そちらの方が実際上の真の値に近いんだ

というようなことをトルコで聞いたことがあるのです。似たようなことはほかの、欧米で

もあるという話は聞きましたけれど、それはどのくらい本当にあるのかは私にはよく分か

りません。だから、必ずしもデータは、例えば取引価格だから確実にデータがとれるかと

いうとそうでもないという。特に相対の取引の場合にはその問題が生じますので、それは

考える必要があるかというふうに思っています。要するに、最終的にはこのデータの問題

で、どのようなデータを使っていくのかということは非常に大きな問題になるのですが、

国際比較ということもありますので、逆に言えば国際標準というようなものをうまく、

我々の方で作っていきながら、今度の場合、清水専門委員が国際標準を作るのに参画して

いるということは非常にすばらしいことだと思います。そのような中で、それぞれの国に

対応したものを作っていくことができていけばと考えています。そういうものの中に、統

計委員会のこの研究部門は役に立つという形で進めていきたいと考えています。 

 ほかに。宮川委員、どうぞ。 

○宮川委員 どうも、非常に貴重な御報告をありがとうございました。まだ少し、私自身

が消化できていないのですが、１つ少しお伺いしたことのは、住宅のいわゆる土地の値段

にしても、家賃などにしても、用途区分が違うケースというのはどのように処理をされる

のでしょうか。ダミー変数とか、そのような形で結果的に推計をされる形になるのでしょ

うか。 

○清水専門委員 ハンドブックに実はそのことも記載しなければいけなくて、国際的に区

分という、セグメンテーションはどうするのかというようなことが、やはり統計を作って

いくときに議論になりました。いわゆる都心部と郊外部で、例えばデータのアベイラビリ

ティーが変わってくるであろうということで、そういうことにも変わってきますし、また

同じ住宅地域の中でも、戸建て住宅しか建てられない地域とか、マンションも建てること

ができる地域とかというのをどのように処理していったらいいのかということの、マー

ケット・セグメンテーションをどう分けて、指数を作っていくのかというところが、各国

ごとにそのセグメンテーションの仕方が違うものですから、その定義を明確にしましょう

というようなことがなされています。 

 日本の場合、国土交通省で今、指数を作らせていただいていますけれども、まず戸建て

とマンションというのは住宅の場合は明らかに違いますので、これは分けていきましょう。
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そしてまた、ゾーニングによって、規制によって、建て方が違いますので、そのようなも

のはダミーとかそういうものによってきちんとコントロールしていきましょうということ

で、説明変数の方でコントロールするということをやっております。 

○西村部会長 ほかにいかがでしょうか。関根委員、どうぞ。 

○関根委員 まず、詳細な御説明どうもありがとうございます。御説明に対する質問では

なくて、むしろ総務省に対する御質問になってしまいますが、ＣＰＩの家賃の件は、統計

改革の中でも大きな目玉の一つと、私自身、ユーザーサイドとしては考えています。本日

の御説明のように、経年劣化の話についても、かなり詳細な分析がなされているというこ

とかと思うのですが、実際このような研究成果を踏まえた上で、ＣＰＩの家賃としてはど

のような形で対応されるかということについては、たしか年度内で、という話もあったか

と思いますが、その後どのような形の御検討の状況になっているのかについて、もしお話

がお伺いできればと思った次第です。 

○栗田総務省統計局統計調査部調査企画課長 総務省統計局でございます。ただ今御質問

のありました、ＣＰＩの関係の、経年劣化などの検討の状況についてですけれども、先ほ

ど肥後次長の方の最初の導入のプレゼンテーションにもございましたように、既に基本計

画の中にも位置付けられて、鋭意検討しているところでございます。 

 関根委員、先ほどおっしゃられましたとおり、今年度末までに一旦議論したものを公表

する予定としておりまして、具体的には私どもの方で持っております物価指数研究会とい

うものがございますが、こちらの研究会におきまして、構成員の先生方とも御意見いただ

きながら議論をしまして、それを年度末までには公表したいというふうに考えております。 

 また、基本計画の方にも、ＣＰＩにつきまして次期基準改定で参考指標を公表するとい

うことを目標に、来年度以降も引き続き検討を行うこととされておりますので、本日清水

専門委員からも非常に多岐にわたる詳細な御発表をいただきましたので、そういった内容

も参考にさせていただきたいと思っております。 

○西村部会長 今の点はこのような形で、統計委員会担当室のところでいろいろ研究が進

んでいるので、この研究が即、すぐ実装されるというところまでにはまだかなりのステッ

プがありますけれども、そういうことを含めて、最終的な実装というのを含めて、各府省

との、この場合は総務省ですけれども、密な意見交換と、そして全体として見たときの整

合性というのを考えながら、特に国際的な整合性というものを考えながら作っていくとい

うことの原則というのはもちろんここで確認したいと思っております。 

 ほかにいかがでしょうか。それではありがとうございました。まさにその話が出たので

すけれども、本日清水専門委員が取り上げた話題のうちの、住宅家賃の経年劣化の品質調

整の問題というのは、消費者物価指数の精度向上にとって極めて重要な課題ということで

あります。先ほど、話がありましたように、次期基本計画においても品質調整を反映した

参考指標の公表に向けて取組がなされる予定になっていることをもちろんここで確認しま

す。 

 それから清水専門委員が最後に指摘された建設物価指数の整備ということについても、

デフレータの精度向上という点から非常に重要なこととして、注目度が高まっているテー
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マであります。これから清水専門委員には、関連する研究活動を進めていただいて、統計

委員会や統計委員会担当室、更には関係府省に対して、各種統計制度の向上に向けたアド

バイスを頂戴したいというふうに思っております。これは単なるアドバイスではなくて、

最終的には国際的な流れということとのコンシステンシーを含めた調整ということもある

と考えております。どうぞよろしくお願いします。 

 また、関係府省においても、本日のプレゼン内容をしっかりと理解していただいて、こ

うしたチャレンジングな課題についても、より積極的な取組をお願いしたいと思います。

統計委員会や関係府省間の問題意識や情報共有の強化が、統計に対する挑戦的な課題の解

決を促すとともに、そうした課題に取り組んでいける人材の育成というのは非常に重要だ

と思いますので、このようなやり方によって、人材育成されるということが重要かと思い

ます。 

 本日予定されておりました議事は終了しましたので、このあたりまでとさせていただき

ます。 

 以上をもちまして、本日の横断的課題検討部会の合同部会を終了いたします。ありがと

うございました。 

 


